
旭川医科大学病院外科合同会議要項 

（令和8年2月18日病院長裁定） 

（設置） 

第1条 旭川医科大学病院に北海道医療計画の推進に寄与するため外科合同会議（以下「会議」とい

う。）を設置する。 

（任務） 

第2条 会議は、外科各分野がそれぞれ良質な医療を地域に提供し続ける体制を堅持するため、次の任

務を行う。 

(1) 外科全体と医療機関等との間において行われる医師派遣依頼への対応 

(2) 医師派遣状況の把握及び病院長への報告 

(3) 地域中核病院が把握する当該地域の診療状況や外科分野別医療ニーズの収集 

(4) 医師派遣状況をもとにした課題の抽出や改善策の立案 

(5) その他北海道医療計画に関すること。 

（構成） 

第3条 会議は、旭川医科大学病院臓器別診療体制に関する要項（平成17年1月12日病院長裁定）で定め

る外科の臓器別診療科長をもって構成する。 

（議長） 

第4条 会議に議長を置き、病院長が指名する外科の教授をもって充てる。 

2 議長は、会議を招集する。 

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した構成員がその職務を代行する。 

（会議の招集） 

第5条 会議は、議長が必要があると認めたとき、又は構成員から開催の要求があったときに開催す

る。 

（議事） 

第6条 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

2 会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（構成員以外の者の出席） 

第7条 会議が必要と認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

（北海道医療計画との整合性） 

第8条 会議の方針又は結果が、北海道医療計画における外科医療提供体制との整合性を保つものであ

るか確認を求めるため、北海道等行政機関の職員に会議への出席を依頼することができる。 

（庶務） 

第9条 会議の庶務は、経営企画課において処理する。 

（雑則） 

第10条 この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。 

附 則 

この要項は、令和8年2月18日から施行する。 

 

【制定理由】 

北海道医療計画の推進に寄与するため必要な事項を制定するものである。 


